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令和７年度



　　　八千代市 経済環境部 クリーン推進課

は  じ  め  に


　本市の廃棄物行政に対しましては、日頃より、御理解と御協力を賜り感謝申し上げます。
[bookmark: _GoBack]本市では、平成２３年３月に「八千代市一般廃棄物処理基本計画」を策定し、この計画に基づき、様々なごみ問題に取り組んできました。令和３年３月にこの計画を改正し、令和１０年度の「１人１日当たりのごみの総排出量」の目標を約６６５グラムと定めました。その後、計画の中間見直しを行い、令和７年３月に同計画を改訂しました。令和６年度の「１人１日当たりのごみの総排出量」は約７１０グラムとなり、前年度の約７２０グラムから減量できましたが、更なるごみの分別の徹底等により、ごみの減量を推進する必要があります。
ごみは、私たちの暮らしと密接に関係していることから、施策の推進にあたっては、市民・事業者・行政が一体となって取り組むことが強く求められます。このことから、平成６年度にスタートさせた「八千代市廃棄物減量等推進員制度」により、市内区・自治会の皆さまの御理解と御協力を得ながら、地域におけるごみの減量等を推進してまいりました。
　今後とも、ごみ問題の解決に向けて、八千代市廃棄物減量等推進員の皆さまのお力添えを、ぜひお願い申し上げます。
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１　廃棄物減量等推進員制度とは
廃棄物減量等推進員制度は、一般 (注)廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市の施策に御協力いただくという趣旨で、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「八千代市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」に位置づけられた制度です。本市においては、平成６年７月にこの制度がスタートし、毎年度、区・自治会長から推進員を推薦していただき、市が委嘱します。

ごみを減量化し、リサイクルを推進し、出されたごみを適正に処理していくためには、市民と事業者と市が連携していくことが必要です。廃棄物減量等推進員には、市民の皆さまと市の橋渡しの役割としての活躍が期待されます。

【注　釈】
一般廃棄物とは産業廃棄物以外の廃棄物です。事業所から排出される「事業系一般廃棄物」と家庭から排出される「家庭系一般廃棄物」に分類されます。廃棄物減量等推進員の皆さまには、主に一般の家庭から排出される廃棄物に関わっていただくことになります。

推進員の委嘱者数は年々減少傾向ではありますが、令和６年度は８９名の方を推進員として委嘱しました。

２　身分証と腕章について
皆さまは八千代市長から正式に委嘱された廃棄物減量等推進員ですので、市の名のもと地域の人たちと関わっていくことになります。そのために、皆さまには身分証をお渡しし、希望者には腕章を貸与いたしますので、活動の際には携行してください。
※腕章は数に限りがありますので、希望する推進員の方はクリーン推進課までお問い合わせ下さい。
※腕章を貸与した場合は、任期満了後にクリーン推進課へ返却していただきますようお願いいたします。
３　任期について
八千代市の廃棄物減量等推進員は、「八千代市廃棄物減量等推進員要領」により任期は１年以内（ただし、再任は妨げない）となっています。
　しかし、何らかの理由により任期途中で推進員が変更になった場合は、クリーン推進課に「退任届」を提出してください。
また、退任した推進員の補欠の推進員が決まった場合は、その推進員の任期は前任者の残任期間となります。

※退任された場合は、身分証を破棄していただきますようお願いいたします。
※腕章を貸与した場合は、退任後にクリーン推進課へ返却していただきますようお願いいたします。

４　具体的な活動内容	について
　廃棄物減量等推進員の皆さまには、所属する区・自治会の区域内で、清掃ボランティア・リーダーとしての活動をしていただきます。
廃棄物減量等推進員が中心となって、自治会や地域の皆さまと協力して、集積場所の美化やごみの減量化等を推進してください。
御連絡をいただければ、個別に学習会や説明会等を行うことも可能です。

①　地域と市との連絡調整
　ごみの減量を図るため、ホームページにあるごみ収集日カレンダー等の周知のほか回覧物の連絡等をお願いします。

②－１　ごみの出し方の啓発
ごみの分別、排出が不適切な集積場所については、廃棄物減量等推進員が中心となって使用者の方と協力しながら、ごみの出し方の改善をお願いしています。
ごみの出し方については、冊子（家庭から出る「資源物」と「ごみ」の分け方出し方）に記載されていますので、それに沿って指導したり、配布したりしてください。冊子はクリーン推進課又は支所・連絡所等で配布していますので御利用ください。
また、市ホームページに掲載されている「家庭から出る『資源物』と『ごみ』の分け方・出し方」の冊子とリーフレット」または下記の二次元コードからアクセスも可能です。　　　　　　　　　
[image: 家庭から出る「資源物」と「ごみ」の分け方・出し方]

令和５年度から市ホームページに「家庭から出る資源物・ごみの分別検索機能」が追加されました。捨てたいごみの名称を検索フィールドに入力すると、分別方法や地区ごとのごみの収集日が確認できます。是非御活用下さい。詳しくは下記の二次元コードを参照して下さい。
[image: ごみの分け方検索]

なお、外国人向けのチラシは、クリーン推進課、戸籍住民課、各支所、多文化交流センターに用意してありますので、御利用ください。（英語・ポルトガル語・中国語・韓国語・スペイン語・ベトナム語を用意しています。）
また、上記の市ホームページにも掲載してありますので御確認ください。

＊　正しい分別、排出がされないごみは、「警告シール」を貼付し、収集しません。その後、排出者が出し直しをしない場合には、注意を促す意味から一定期間そのまま様子をみた後に収集しています。
　　　　　　　　　　　　　「警告シール」
　　　　　　　　　　　[image: ]

収集作業後に集積場所へ出されてしまったごみには、「警告シール」を貼ることができませんので、お手数ですが、集積場所を使用されている方々で「時間を守って再度出してください」「きちんと分別されていないので持ち帰ってください」などの貼り紙をして、排出者に改善をうながしてください。
　一定期間（１週間～１０日間位）周知し様子をみても出されたままの場合は、クリーン推進課へ御連絡下さい。

②－２　ごみ集積場所の美化　　　　　　　　　　　
集積場所が不衛生な状態だと、まちの美観を損ねるだけでなく、悪臭やハエ等が発生して周辺の人たちにとっての迷惑にもなります。
集積場所については、使用者の方々に自主的な管理をお願いしています。管理方法等については、実際にその場所を使用している皆さま方で協議して決めてください。なお、管理の状態が良くない場合には、廃棄物減量等推進員が指導してください。
集積場所の届出（新設・変更・廃止）をしていただくと、清掃センター職員が現地を調査し、収集に支障がないと確認された後、使用していただけるようになります。（届出用紙は、清掃センター、クリーン推進課、支所・連絡所にあります。）
  また、集積場所の看板が破損した場合は交換しますので、清掃センター（℡０４７－４８３－４５２１）に御連絡ください。

③　ごみの減量等のＰＲ
八千代市では、令和３年３月に「八千代市一般廃棄物処理基本計画」を策定しました。令和６年度に計画の中間年度を迎えたことから、計画の中間見直しを行い、令和７年３月に改訂しました。令和３年度の実績から計算すると、令和１０年度までの「１人１日あたりのごみの総排出量」を約１０５グラム減量することが現在の目標です。
廃棄物減量等推進員の皆さまに、地域でのごみの減量に係るＰＲを実践していただければ、さらなるごみの減量につながるものと考えています。
ごみの減量に係るちょっとしたアイデアなどを、地域の会合や日常の挨拶の場などで話してもらうことも、地域の方々のごみ減量に対する意識を高めるためには効果的です。
また、市では「ごみ減量学習会」として、地域に出向き、ごみ減量等についてお話させていただいておりますので、是非お申込みください。その際には、廃棄物減量等推進員の皆さまには、お手数ですが、地域の人たちの取りまとめをお願いいたします。

④　資源リサイクル運動の推進
ごみの分別を適正に行い、資源のリサイクルを推進することで、循環型社会の実現につながります。八千代市では、リサイクル推進のために、資源回収奨励金制度を設け、紙類や布類などの資源物を自主的に回収している団体（自治会等）に奨励金を交付しています。令和７年６月現在で８９団体が活動しています。（時期により、実施していない団体もありますので、ご近所で確認してください）詳しくは、クリーン推進課（℡０４７－４２１－６７６８）へお問い合わせ下さい。　　

５　不法投棄の対応
　地域で不法投棄を見つけた場合は、クリーン推進課不法投棄対策班（℡０４７－４２１－６７７０）又は、不法投棄受付専用電話（℡０１２０－８４４－５３０）に連絡して下さい。職員が現地を確認します。御電話の際は、以下の①～⑤の項目について伝えて下さい。

　①何が捨てられているか
②どこに捨てられているか（具体的な住所、目印）
③いつから捨てられているか（分かる範囲で）
④どのように、どのくらいの量が捨てられているか
⑤通報者の名前、連絡先



６　主な年間行事
委嘱式及び第１回研修会（６月）、第２回研修会（１１月～１２月）、アンケート御協力のお願い（令和８年４月）

毎年委嘱式の後に第１回研修会を実施しています。
また、今後も研修会等を実施する予定でおりますので、是非御参加いただきますようお願いいたします。
※令和２年度～４年度の委嘱式は、新型コロナウィルス感染症の影響により中止

～　過去の研修会等の実績（委嘱式当日以外）　～
平成２７年度
１１月　研修　紙リサイクルについて　６５名参加
　　　　（講師　ＪＰ資源㈱）
平成２８年度
１１月　アルミ缶のリサイクルについて　６１名参加
　　　　（講師　アルミ缶リサイクル協会）
平成２９年度
　１１月　八千代市清掃センター見学　５７名参加
平成３０年度
　１１月　古紙リサイクルの現状について　５３名参加
令和元年度
　１０月　ペットボトルのリサイクルの現状について　５５名参加
（講師　ＰＥＴボトルリサイクル推進協議会）
令和２年度～４年度
　新型コロナウィルス感染症の影響により中止
令和５年度
　１１月　八千代市清掃センター見学　３６名参加
令和６年度
　１１月　八千代市清掃センター見学　３６名参加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

７　ごみを減量するには
　ごみの減量のためには、例えば以下のようなことが有効です。
　皆さまもいろいろ工夫して、ごみ減量を実践してください。
（１）生ごみは水をよく切って、少しでも乾燥させてから捨てましょう。
（２）賞味・消費期限切れで捨てることがないように、食品は買いすぎない
ように気をつけましょう。
（３）食事は必要な分だけを作って、食べ残しをしないようにしましょう。
（４）野菜の皮などを工夫して調理するエコクッキングを心がけましょう。
（５）買い物の時は、買い物袋（マイバッグ）を持参しましょう。
（６）過剰な包装は断り、無用な資源の浪費をしないようにしましょう。
（７）紙コップや割り箸などの使い捨て製品は、なるべく使わないように
しましょう。
（８）詰め替え商品を利用しましょう。
（９）耐久消費財などは、こまめに手入れをしたり修理をしたりして、大切に使いましょう。
　[image: ]　
８　生ごみたい肥化容器等補助金制度
　　家庭での生ごみの減量化を推進するために、生ごみ　　たい肥化容器等の購入者に補助金を交付しています。
（１）　補助の対象者
市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されている方
申請の日から過去５年の間に八千代市生ごみたい肥化容器等補助
金の交付を受けたことがない方
（２）　補助対象と補助金額
①　生ごみたい肥化容器（コンポスト容器、ＥＭ容器等）
５年につき同一世帯２基まで（基数の範囲内であれば同一年度で
なくても申請可能）
購入額（税抜）の６割とし、上限額 ３，０００円
②　電気式生ごみ処理機
　　　５年につき同一世帯１基まで
購入額（税抜）の６割とし、上限額 ２０，０００円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　  　　※容器等を購入する前に申請が必要です。詳しくは、クリーン推進課
（℡０４７－４２１－６７６８）へお問い合わせ下さい。

９　その他
（１）紙類の出し方について
　紙類は、箱状のものはたたみ、ひもで十字に縛って出す、というのが当市のルールになります。ダンボールなどを箱に入れた状態で出さないようにお願いします。
また、紙類は新聞紙、雑誌類、ダンボール、雑がみ、紙パックの５種類になりますが、種類ごとに分けて排出するようにお願いします。例えば、ダンボールと雑がみを混ぜて出すことはできません。紙類は種類ごとに再生される製品が異なります。種類ごとに分けて古紙問屋に引き渡す必要がありますので、しっかり種類ごとに分けて排出をお願いします。

（２）ペットボトルの出し方について
　近年、人口増加により、特に夏場ペットボトル排出量が増え、処理が追い付かない事態が発生しております。そのため、皆さまにはペットボトルはしっかり潰していただき、青い網袋にいれて排出いただきますようお願いします。


10　年度別ごみ排出量の推移　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：ｔ）


※（　）内の数値は、平成28年３月改定の八千代市一般廃棄物処理基本計画での目標値を記
載。
※［　］内の数値は、令和３年３月策定の八千代市一般廃棄物処理基本計画での目標値を記
載。
※リサイクル率（集団回収を除く）……集団回収を除いたリサイクル量÷ごみ排出量で算出
※リサイクル率……リサイクル量÷ごみ総排出量で算出	
※市民１人１日あたりの排出量（ごみ排出量、ごみ総排出量、資源物）
……排出量（ごみ排出量、ごみ総排出量、資源物）÷人口÷暦年×1,000,000で算出
※各項目において、小数第３位を四捨五入しているため、各項目の合計がごみ排出量及びご
み総排出量の数値と合わない場合がある。
※廃棄物行政の概要令和６年度版（令和５年度実績）P28抜粋
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[bookmark: HIT_ROW3]２　廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市の施策への協力を行う。

八千代市廃棄物減量等推進員要領

（趣旨）
第１条　この要領は、八千代市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例（平成５年八千代市条例第２７号）の規定により、八千代市廃棄物減量等推進員（以下「推進員」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。
（委嘱）
第２条　推進員は、自治会長等の推薦する市民のうちから市長が委嘱する。
（定数及び任期）
第３条　推進員の任期は１年以内とする。ただし、再任は妨げない。
２　推進員が欠けた場合における補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
（活動地域）
第４条　推進員の活動地域（以下「地域」という。）は、推進員の属する自治会　等の活動区域とする。ただし、特別の事情がある場合には、他の区域におい　ても活動することができる。
（業務）
第５条　推進員の業務は、次のとおりとする。
　⑴分別収集、ごみ減量を図るための地域と市との連絡調整
　⑵ごみの出し方の指導、ごみ集積場所の美化
　⑶分別収集に関する、地域でのＰＲ及び助言並びに実践活動
　⑷資源リサイクル運動の促進
（委嘱の取消し）
第６条　市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当するときは委嘱を取り消すことができる。
　⑴辞退を申し出たとき。
　⑵市外に転出したとき。
　⑶第５条に掲げる業務が遂行できなくなったとき。
　⑷その他市長が必要と認めたとき。
（身分証明書の交付及び腕章の貸与）
第７条　市長は、推進員に対して、その身分を証するため、身分証明書を交付し、あわせて腕章を貸与する。
２　身分証明書を忘失したときは、再交付申請書を提出し、再交付を受けなければならない。身分証明書を損傷したときは、上記の申請に損傷身分証明書を添付しなければならない。腕章の忘失損傷は、身分証明書の例に準ずる。
（庶務）
第８条　推進員に関する庶務は、経済環境部クリーン推進課において処理する。
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image8.emf
区　　　分 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

人口（人） 200,275 202,561 203,524 204,818 205,965 206,895

可　　　燃 34,166.90 35,358.51 34,867.09 34,118.44 33,085.85 32,612.10

不　　　燃 856.83 983.57 803.49 874.59 872.09 856.33

有　　　害 58.54 61.89 58.36 58.17 51.96 49.86

粗　　　大 1,140.51 1,306.05 1,793.18 1,671.35 1,627.32 1,604.22

資 源 物 6,238.10 6,780.07 6,575.79 6,401.58 6,202.63 5,992.72

小 計 （A） 42,460.88 44,490.09 44,097.91 43,124.13 41,839.85 41,115.22

可　　　燃 11,710.68 10,435.46 11,191.11 11,351.38 11,022.30 11,185.49

不　　　燃 7.60 1.72 0 0.11 0.98 0.38

有　　　害 2.03 1.39 1.47 1.21 0.92 0.91

粗　　　大 425.67 373.94 356.53 219.48 114.85 93.80

小 計 （B） 12,145.98 10,812.51 11,549.11 11,572.18 11,139.05 11,280.58

不法投棄 18.50 15.85 13.58 14.65 12.95 14.17

ボランティア 32.78 22.41 23.69 29.84 31.11 47.29

小計（C） 51.28 38.26 37.27 44.49 44.06 61.46

資 源 物 6,238.10 6,780.07 6,575.79 6,401.58 6,202.63 5,992.72

不燃・粗大ごみ等

中間処理後資源物

3,477.01 3,721.67 3,459.90 2,360.01 2,231.47 3,104.84

集団回収（D） 1,637.21 1,547.85 1,499.13 1,381.78 1,258.56 1,182.49

小 計 （E） 11,352.32 12,049.59 11,534.82 10,143.37 9,692.66 10,280.05

災害廃棄物 粗大・家庭系（Ｆ） - - 0.01 0.00 0.12 0.00

54,658.13 55,340.86 55,684.29 54,740.79 53,023.07 52,457.26

56,295.34 56,888.71 57,183.42 56,122.57 54,281.63 53,639.76

17.8 19.0 18.0 16.0 15.9 17.3

20.2 21.2 20.2 18.1 17.9 19.2

※下段：千葉県平均 21.3 22.0 22.7 22.6 - -

ごみ排出量（Ｉ) 745.67 748.51 749.59 732.23 703.38 694.64

※下段：目標値 （731） （721） ［729.7］ ［716.8］ ［704.1］ ［691.9］

ごみ総排出量 768.01 769.44 769.77 750.72 720.08 710.30

※下段：目標値 - - ［748.8］ ［734.6］ ［720.6］ ［707.3］

資源物（Ｊ) 85.10 91.70 88.52 85.63 82.28 79.36

資源物を除く

（Ｉ）－（Ｊ）

660.57 656.81 661.07 646.60 621.10 615.29

ごみ総排出量（H)

（D）＋（G)

リサイクル率（集団回収を除く）(%)

{（E)－（D)}/（G)

リサイクル率(%)

(E)/（H)

市民1人１日

あたり

（ｇ/人・日）

区 分

家庭系ごみ

事業系ごみ

その他

リサイクル量

ごみ排出量（G)

（A）＋（B）＋（C）+（Ｆ）


Microsoft_Excel_______.xlsx
Sheet1

		区　分 ク ブン		区　　　分 ク ブン		平成29年度 ヘイセイ ネンド		平成30年度 ヘイセイ ネンド		令和元年度 レイワ ガン ネンド		令和２年度 レイワ ネンド		令和３年度 レイワ ネンド		令和４年度 レイワ ネンド

				人口（人） ヒト クチ ニン		197,723		198,965		200,275		202,561		203,524		204,818

		家庭系ごみ カテイ ケイ		可　　　燃 カ ネン		33,871.53		33,699.87		34,166.90		35,358.51		34,867.09		34,118.44				①		令和4年度月別塵芥収集量　家庭系の小計-可燃 カテイケイ ショウケイ カネン

				不　　　燃 フ ネン		771.44		780.77		856.83		983.57		803.49		874.59				②		令和4年度月別塵芥収集量　家庭系の小計-不燃 カテイケイ ショウケイ フネン

				有　　　害 アリ ガイ		58.35		58.33		58.54		61.89		58.36		58.17				③		令和4年度月別塵芥収集量　家庭系の小計-有害 カテイケイ ショウケイ ユウガイ

				粗　　　大 アラ ダイ		667.57		1,016.73		1,140.51		1,306.05		1,793.18		1,671.35				④		令和4年度月別塵芥収集量　家庭系の小計-粗大 カテイケイ ショウケイ ソダイ

				資 源 物 シ ゲン ブツ		6,555.10		6,228.17		6,238.10		6,780.07		6,575.79		6,401.58				⑤		令和4年度月別塵芥収集量　資源物の小計

				小 計 （A） コ ケイ		41,923.99		41,783.87		42,460.88		44,490.09		44,097.91		43,124.13

		事業系ごみ ジギョウ ケイ		可　　　燃 カ ネン		11,523.23		11,390.07		11,710.68		10,435.46		11,191.11		11,351.38				⑥		令和4年度月別塵芥収集量　事業系の小計-可燃 ジギョウ ケイ ショウケイ カネン

				不　　　燃 フ ネン		2.92		0.84		7.60		1.72		0		0.11				⑦		令和4年度月別塵芥収集量　事業系の小計-不燃 ジギョウ ケイ ショウケイ フネン

				有　　　害 アリ ガイ		1.25		1.33		2.03		1.39		1.47		1.21				⑧		令和4年度月別塵芥収集量　事業系の小計-有害 ジギョウ ケイ ショウケイ ユウガイ

				粗　　　大 アラ ダイ		394.91		249.28		425.67		373.94		356.53		219.48				⑨		令和4年度月別塵芥収集量　事業系の小計-粗大 ジギョウ ケイ ショウケイ ソダイ

				小 計 （B） コ ケイ		11,922.31		11,641.52		12,145.98		10,812.51		11,549.11		11,572.18

		その他 タ		不法投棄 フホウ トウキ		14.22		15.49		18.50		15.85		13.58		14.65				⑩		令和4年度月別塵芥収集量　その他の不法投棄の小計 タ フホウトウキ ショウケイ

				ボランティア		34.29		36.43		32.78		22.41		23.69		29.84				⑪		令和4年度月別塵芥収集量　その他のボランティアの小計 タ ショウケイ

				小計（C） ショウケイ		48.51		51.92		51.28		38.26		37.27		44.49

		リサイクル量 リョウ		資 源 物 シ ミナモト ブツ		6,555.10		6,228.17		6,238.10		6,780.07		6,575.79		6,401.58				⑤		令和4年度月別塵芥収集量　資源物の小計

				不燃・粗大ごみ等
中間処理後資源物 フネン ソダイ トウ チュウカン ショリ ゴ シゲン ブツ		3,185.67		2,816.05		3,477.01		3,721.67		3,459.90		2,360.01				⑫		令和4年度月別塵芥収集量　リサイクル量のセンター排出資源 リョウ ハイシュツ シゲン

				集団回収（D） シュウダン カイシュウ		1,832.24		1,732.44		1,637.21		1,547.85		1,499.13		1,381.78				⑬		令和4年度月別塵芥収集量　集団回収量の小計 シュウダン カイシュウ リョウ ショウケイ

				小 計 （E） コ ケイ		11,573.01		10,776.66		11,352.32		12,049.59		11,534.82		10,143.37						※小計の令和元年度が11,532.32で月別塵芥表と合っているが廃棄物処理基本計画11,350との実績とは異なる。粗大ごみの従量制の導入により，それを反映した廃棄物処理基本計画と反映していない月別塵芥表や廃棄物行政の概要とで数値の乖離がある。（吉永談） ショウケイ レイワ ガンネンド ツキベツ ジンカイヒョウ ア ハイキブツ ショリ キホンケイカク ジッセキ コト ソダイ ジュウリョウセイ ドウニュウ ハンエイ ハイキブツ ショリ キホン ケイカク ハンエイ ツキベツ ジンカイヒョウ ハイキブツ ギョウセイ ガイヨウ スウチ カイリ ヨシナガ ダン

		ごみ排出量（F)
（A）＋（B）＋（C） ハイシュツリョウ				53,894.81		53,477.30		54,658.13		55,340.86		55,684.29		54,740.79				⑭		令和4年度月別塵芥収集量　ごみ排出量の計　各項目で小数第３位（10kg未満）を四捨五入しいるため，生の数字を和である月別塵芥表の「ごみ排出量」や「ごみ総排出量」の合計値とは合わない場合がある。補正値0.01はそれによるもの。 ハイシュツ リョウ ケイ カク コウモク ショウスウ ダイ イ ミマン シシャゴニュウ ナマ スウジ ワ ツキベツ ジンカイヒョウ ハイシュツリョウ ソウ ハイシュツリョウ ゴウケイ アタイ ア バアイ ホセイチ

		ごみ総排出量（G)
（D）＋（F) ソウ ハイシュツ リョウ				55,727.06		55,209.74		56,295.34		56,888.71		57,183.42		56,122.57				⑮		令和4年度月別塵芥収集量　ごみ総排出量の計　各項目で小数第３位（10kg未満）を四捨五入しいるため，生の数字を和である月別塵芥表の「ごみ排出量」や「ごみ総排出量」の合計値とは合わない場合がある。補正値0.01はそれによるもの。 ハイシュツ リョウ ケイ

		リサイクル率（集団回収を除く）(%)
{（E)－（D)}/（F) リツ シュウダン カイシュウ ノゾ				18.1		16.9		17.8		19.0		18.0		16.0				⑯		令和4年度月別塵芥収集量　リサイクル率（集団回収除く） リツ シュウダン カイシュウ ノゾ

		リサイクル率(%)
(E)/（G) リツ				20.8		19.5		20.2		21.2		20.2		18.1				⑰		令和4年度月別塵芥収集量　リサイクル率 リツ

				※下段：千葉県平均 ゲダン チバケン ヘイキン		22.3		22.4		21.3		22.0		22.7		－				？		千葉県の平均がどこかにあるのか チバケン ヘイキン

		市民1人１日
あたり
（ｇ/人・日） シミン ニン ニチ ニン ニチ		ごみ排出量（H) ハイシュツ リョウ		746.79		736.38		745.67		748.51		749.59		732.23

				※下段：目標値 ゲダン モクヒョウ チ		（751）		（741）		（731）		（721）		［729.7］		［716.8］				⑱		八千代市一般廃棄物処理基本計画（資料編）（目標値を達成した場合のごみ排出量）P20 シリョウヘン

				ごみ総排出量 ソウ ハイシュツ リョウ		772.18		760.23		768.01		769.44		769.77		750.72

				資源物（Ｉ) シゲン ブツ		90.83		85.76		85.10		91.70		88.52		85.63

				資源物を除く
（H）－（I） シゲン ブツ ノゾ		655.96		650.62		660.57		656.81		661.07		646.60





貼付け用

		区 分		区　　　分 ク ブン		令和元年度 レイワ ガン ネンド		令和２年度 レイワ ネンド		令和３年度 レイワ ネンド		令和４年度 レイワ ネンド		令和５年度 レイワ ネンド

				人口（人） ヒト クチ ニン		200,275		202,561		203,524		204,818		205,965

		家庭系ごみ カテイ ケイ		可　　　燃 カ ネン		34,166.90		35,358.51		34,867.09		34,118.44		33,085.85

				不　　　燃 フ ネン		856.83		983.57		803.49		874.59		872.09

				有　　　害 アリ ガイ		58.54		61.89		58.36		58.17		51.96

				粗　　　大 アラ ダイ		1,140.51		1,306.05		1,793.18		1,671.35		1,627.32

				資 源 物 シ ゲン ブツ		6,238.10		6,780.07		6,575.79		6,401.58		6,202.63

				小 計 （A） コ ケイ		42,460.88		44,490.09		44,097.91		43,124.13		41,839.85

		事業系ごみ ジギョウ ケイ		可　　　燃 カ ネン		11,710.68		10,435.46		11,191.11		11,351.38		11,022.30

				不　　　燃 フ ネン		7.60		1.72		0		0.11		0.98

				有　　　害 アリ ガイ		2.03		1.39		1.47		1.21		0.92

				粗　　　大 アラ ダイ		425.67		373.94		356.53		219.48		114.85

				小 計 （B） コ ケイ		12,145.98		10,812.51		11,549.11		11,572.18		11,139.05

		その他 タ		不法投棄 フホウ トウキ		18.50		15.85		13.58		14.65		12.95

				ボランティア		32.78		22.41		23.69		29.84		31.11

				小計（C） ショウケイ		51.28		38.26		37.27		44.49		44.06

		リサイクル量 リョウ		資 源 物 シ ミナモト ブツ		6,238.10		6,780.07		6,575.79		6,401.58		6,202.63

				不燃・粗大ごみ等
中間処理後資源物 フネン ソダイ トウ チュウカン ショリ ゴ シゲン ブツ		3,477.01		3,721.67		3,459.90		2,360.01		2,231.47

				集団回収（D） シュウダン カイシュウ		1,637.21		1,547.85		1,499.13		1,381.78		1,258.56

				小 計 （E） コ ケイ		11,352.32		12,049.59		11,534.82		10,143.37		9,692.66

		災害廃棄物 サイガイハイキブツ		粗大・家庭系（Ｆ） カテイ ケイ		-		-		0.01		0.00		0.12

		ごみ排出量（G)
（A）＋（B）＋（C）+（Ｆ） ハイシュツリョウ				54,658.13		55,340.86		55,684.29		54,740.79		53,023.07

		ごみ総排出量（H)
（D）＋（G) ソウ ハイシュツ リョウ				56,295.34		56,888.71		57,183.42		56,122.57		54,281.63

		リサイクル率（集団回収を除く）(%)
{（E)－（D)}/（G) リツ シュウダン カイシュウ ノゾ				17.8		19.0		18.0		16.0		15.9

		リサイクル率(%)
(E)/（H) リツ				20.2		21.2		20.2		18.1		17.9

				※下段：千葉県平均 ゲダン チバケン ヘイキン		21.3		22.0		22.7		22.6		-

		市民1人１日
あたり
（ｇ/人・日） シミン ニン ニチ ニン ニチ		ごみ排出量（Ｉ) ハイシュツ リョウ		745.67		748.51		749.59		732.23		703.38

				※下段：目標値 ゲダン モクヒョウ チ		（731）		（721）		［729.7］		［716.8］		［704.1］

				ごみ総排出量 ソウ ハイシュツ リョウ		768.01		769.44		769.77		750.72		720.08

				資源物（Ｊ) シゲン ブツ		85.10		91.70		88.52		85.63		82.28

				資源物を除く
（Ｉ）－（Ｊ） シゲン ブツ ノゾ		660.57		656.81		661.07		646.60		621.10







 (委嘱式用)

		区 分		区　　　分 ク ブン		令和元年度 レイワ ガン ネンド		令和２年度 レイワ ネンド		令和３年度 レイワ ネンド		令和４年度 レイワ ネンド		令和５年度 レイワ ネンド		令和６年度 レイワ ネンド

				人口（人） ヒト クチ ニン		200,275		202,561		203,524		204,818		205,965		206,895

		家庭系ごみ カテイ ケイ		可　　　燃 カ ネン		34,166.90		35,358.51		34,867.09		34,118.44		33,085.85		32,612.10

				不　　　燃 フ ネン		856.83		983.57		803.49		874.59		872.09		856.33

				有　　　害 アリ ガイ		58.54		61.89		58.36		58.17		51.96		49.86

				粗　　　大 アラ ダイ		1,140.51		1,306.05		1,793.18		1,671.35		1,627.32		1,604.22

				資 源 物 シ ゲン ブツ		6,238.10		6,780.07		6,575.79		6,401.58		6,202.63		5,992.72

				小 計 （A） コ ケイ		42,460.88		44,490.09		44,097.91		43,124.13		41,839.85		41,115.23

作成者: 作成者:
そのまま計算すると41115.23

		事業系ごみ ジギョウ ケイ		可　　　燃 カ ネン		11,710.68		10,435.46		11,191.11		11,351.38		11,022.30		11,185.49

				不　　　燃 フ ネン		7.60		1.72		0		0.11		0.98		0.38

				有　　　害 アリ ガイ		2.03		1.39		1.47		1.21		0.92		0.91

				粗　　　大 アラ ダイ		425.67		373.94		356.53		219.48		114.85		93.80

				小 計 （B） コ ケイ		12,145.98		10,812.51		11,549.11		11,572.18		11,139.05		11,280.58

		その他 タ		不法投棄 フホウ トウキ		18.50		15.85		13.58		14.65		12.95		14.17

				ボランティア		32.78		22.41		23.69		29.84		31.11		47.29

				小計（C） ショウケイ		51.28		38.26		37.27		44.49		44.06		61.46

		リサイクル量 リョウ		資 源 物 シ ミナモト ブツ		6,238.10		6,780.07		6,575.79		6,401.58		6,202.63		5,992.72

				不燃・粗大ごみ等
中間処理後資源物 フネン ソダイ トウ チュウカン ショリ ゴ シゲン ブツ		3,477.01		3,721.67		3,459.90		2,360.01		2,231.47		3,104.84

				集団回収（D） シュウダン カイシュウ		1,637.21		1,547.85		1,499.13		1,381.78		1,258.56		1,182.49

				小 計 （E） コ ケイ		11,352.32		12,049.59		11,534.82		10,143.37		9,692.66		10,280.05

		災害廃棄物 サイガイハイキブツ		粗大・家庭系（Ｆ） カテイ ケイ		-		-		0.01		0.00		0.12		0.00

		ごみ排出量（G)
（A）＋（B）＋（C）+（Ｆ） ハイシュツリョウ				54,658.13		55,340.86		55,684.29		54,740.79		53,023.07		52,457.27

		ごみ総排出量（H)
（D）＋（G) ソウ ハイシュツ リョウ				56,295.34		56,888.71		57,183.42		56,122.57		54,281.63		53,639.76

		リサイクル率（集団回収を除く）(%)
{（E)－（D)}/（G) リツ シュウダン カイシュウ ノゾ				17.8		19.0		18.0		16.0		15.9		17.3

		リサイクル率(%)
(E)/（H) リツ				20.2		21.2		20.2		18.1		17.9		19.2

				※下段：千葉県平均 ゲダン チバケン ヘイキン		21.3		22.0		22.7		22.6		-		-

		市民1人１日
あたり
（ｇ/人・日） シミン ニン ニチ ニン ニチ		ごみ排出量（Ｉ) ハイシュツ リョウ		745.67		748.51		749.59		732.23		703.38		694.64

				※下段：目標値 ゲダン モクヒョウ チ		（731）		（721）		［729.7］		［716.8］		［704.1］		［691.9］

				ごみ総排出量 ソウ ハイシュツ リョウ		768.01		769.44		769.77		750.72		720.08		710.30

				資源物（Ｊ) シゲン ブツ		85.10		91.70		88.52		85.63		82.28		79.36

				資源物を除く
（Ｉ）－（Ｊ） シゲン ブツ ノゾ		660.57		656.81		661.07		646.60		621.10		615.29







委嘱式用ボツ

		区 分		区　　　分 ク ブン		令和元年度 レイワ ガン ネンド		令和２年度 レイワ ネンド		令和３年度 レイワ ネンド		令和４年度 レイワ ネンド		令和５年度 レイワ ネンド		令和６年度 レイワ ネンド

				人口（人） ヒト クチ ニン		200,275		202,561		203,524		204,818		205,965		206,895

		家庭系ごみ カテイ ケイ		可　　　燃 カ ネン		34,166.90		35,358.51		34,867.09		34,118.44		33,085.85		32,612.10

				不　　　燃 フ ネン		856.83		983.57		803.49		874.59		872.09		856.33

				有　　　害 アリ ガイ		58.54		61.89		58.36		58.17		51.96		49.86

				粗　　　大 アラ ダイ		1,140.51		1,306.05		1,793.18		1,671.35		1,627.32		1,604.22

				資 源 物 シ ゲン ブツ		6,238.10		6,780.07		6,575.79		6,401.58		6,202.63		5,992.72

				小 計 （A） コ ケイ		42,460.88		44,490.09		44,097.91		43,124.13		41,839.85		41,115.23

		事業系ごみ ジギョウ ケイ		可　　　燃 カ ネン		11,710.68		10,435.46		11,191.11		11,351.38		11,022.30		11,185.49

				不　　　燃 フ ネン		7.60		1.72		0		0.11		0.98		0.38

				有　　　害 アリ ガイ		2.03		1.39		1.47		1.21		0.92		0.91

				粗　　　大 アラ ダイ		425.67		373.94		356.53		219.48		114.85		93.80

				小 計 （B） コ ケイ		12,145.98		10,812.51		11,549.11		11,572.18		11,139.05		11,280.58

		その他 タ		不法投棄 フホウ トウキ		18.50		15.85		13.58		14.65		12.95		14.17

				ボランティア		32.78		22.41		23.69		29.84		31.11		47.29

				小計（C） ショウケイ		51.28		38.26		37.27		44.49		44.06		61.46

		リサイクル量 リョウ		資 源 物 シ ミナモト ブツ		6,238.10		6,780.07		6,575.79		6,401.58		6,202.63		5,992.72

				不燃・粗大ごみ等
中間処理後資源物 フネン ソダイ トウ チュウカン ショリ ゴ シゲン ブツ		3,477.01		3,721.67		3,459.90		2,360.01		2,231.47		3,104.84

				集団回収（D） シュウダン カイシュウ		1,637.21		1,547.85		1,499.13		1,381.78		1,258.56		1,182.49

				小 計 （E） コ ケイ		11,352.32		12,049.59		11,534.82		10,143.37		9,692.66		10,280.05

		災害廃棄物 サイガイハイキブツ		粗大・家庭系（Ｆ） カテイ ケイ		-		-		0.01		0.00		0.12		0.00

		ごみ排出量（G)
（A）＋（B）＋（C）+（Ｆ） ハイシュツリョウ				54,658.13		55,340.86		55,684.29		54,740.79		53,023.07		52,457.27

		ごみ総排出量（H)
（D）＋（G) ソウ ハイシュツ リョウ				56,295.34		56,888.71		57,183.42		56,122.57		54,281.63		53,639.76

		リサイクル率（集団回収を除く）(%)
{（E)－（D)}/（G) リツ シュウダン カイシュウ ノゾ				17.8		19.0		18.0		16.0		15.9		17.3

		リサイクル率(%)
(E)/（H) リツ				20.2		21.2		20.2		18.1		17.9		19.2

				※下段：千葉県平均 ゲダン チバケン ヘイキン		21.3		22.0		22.7		22.6		-		-

		市民1人１日
あたり
（ｇ/人・日） シミン ニン ニチ ニン ニチ		ごみ排出量（Ｉ) ハイシュツ リョウ		745.67		748.51		749.59		732.23		703.38		694.64

				※下段：目標値 ゲダン モクヒョウ チ		（731）		（721）		［729.7］		［716.8］		［704.1］		［691.9］

				ごみ総排出量 ソウ ハイシュツ リョウ		768.01		769.44		769.77		750.72		720.08		710.30

				資源物（Ｊ) シゲン ブツ		85.10		91.70		88.52		85.63		82.28		79.36

				資源物を除く
（Ｉ）－（Ｊ） シゲン ブツ ノゾ		660.57		656.81		661.07		646.60		621.10		615.29







貼付け用 (委嘱式用)ボツ 

		区 分		区　　　分 ク ブン		令和元年度 レイワ ガン ネンド		令和２年度 レイワ ネンド		令和３年度 レイワ ネンド		令和４年度 レイワ ネンド		令和５年度 レイワ ネンド		令和６年度 レイワ ネンド

				人口（人） ヒト クチ ニン		200,275		202,561		203,524		204,818		205,965		206,895

		家庭系ごみ カテイ ケイ		可　　　燃 カ ネン		34,166.90		35,358.51		34,867.09		34,118.44		33,085.85		32,612.10

				不　　　燃 フ ネン		856.83		983.57		803.49		874.59		872.09		856.33

				有　　　害 アリ ガイ		58.54		61.89		58.36		58.17		51.96		49.86

				粗　　　大 アラ ダイ		1,140.51		1,306.05		1,793.18		1,671.35		1,627.32		1,604.22

				資 源 物 シ ゲン ブツ		6,238.10		6,780.07		6,575.79		6,401.58		6,202.63		5,992.72

				小 計 （A） コ ケイ		42,460.88		44,490.09		44,097.91		43,124.13		41,839.85		41,115.22

		事業系ごみ ジギョウ ケイ		可　　　燃 カ ネン		11,710.68		10,435.46		11,191.11		11,351.38		11,022.30		11,185.49

				不　　　燃 フ ネン		7.60		1.72		0		0.11		0.98		0.38

				有　　　害 アリ ガイ		2.03		1.39		1.47		1.21		0.92		0.91

				粗　　　大 アラ ダイ		425.67		373.94		356.53		219.48		114.85		93.80

				小 計 （B） コ ケイ		12,145.98		10,812.51		11,549.11		11,572.18		11,139.05		11,280.58

		その他 タ		不法投棄 フホウ トウキ		18.50		15.85		13.58		14.65		12.95		14.17

				ボランティア		32.78		22.41		23.69		29.84		31.11		47.29

				小計（C） ショウケイ		51.28		38.26		37.27		44.49		44.06		61.46

		リサイクル量 リョウ		資 源 物 シ ミナモト ブツ		6,238.10		6,780.07		6,575.79		6,401.58		6,202.63		5,992.72

				不燃・粗大ごみ等
中間処理後資源物 フネン ソダイ トウ チュウカン ショリ ゴ シゲン ブツ		3,477.01		3,721.67		3,459.90		2,360.01		2,231.47		3,104.84

				集団回収（D） シュウダン カイシュウ		1,637.21		1,547.85		1,499.13		1,381.78		1,258.56		1,182.49

				小 計 （E） コ ケイ		11,352.32		12,049.59		11,534.82		10,143.37		9,692.66		10,280.05

		災害廃棄物 サイガイハイキブツ		粗大・家庭系（Ｆ） カテイ ケイ		-		-		0.01		0.00		0.12		0.00

		ごみ排出量（G)
（A）＋（B）＋（C）+（Ｆ） ハイシュツリョウ				54,658.13		55,340.86		55,684.29		54,740.79		53,023.07		52,457.26

		ごみ総排出量（H)
（D）＋（G) ソウ ハイシュツ リョウ				56,295.34		56,888.71		57,183.42		56,122.57		54,281.63		53,639.76

		リサイクル率（集団回収を除く）(%)
{（E)－（D)}/（G) リツ シュウダン カイシュウ ノゾ				17.8		19.0		18.0		16.0		15.9		17.3

		リサイクル率(%)
(E)/（H) リツ				20.2		21.2		20.2		18.1		17.9		19.2

				※下段：千葉県平均 ゲダン チバケン ヘイキン		21.3		22.0		22.7		22.6		-		-

		市民1人１日
あたり
（ｇ/人・日） シミン ニン ニチ ニン ニチ		ごみ排出量（Ｉ) ハイシュツ リョウ		745.67		748.51		749.59		732.23		703.38		694.64

				※下段：目標値 ゲダン モクヒョウ チ		（731）		（721）		［729.7］		［716.8］		［704.1］		［691.9］

				ごみ総排出量 ソウ ハイシュツ リョウ		768.01		769.44		769.77		750.72		720.08		710.30

				資源物（Ｊ) シゲン ブツ		85.10		91.70		88.52		85.63		82.28		79.36

				資源物を除く
（Ｉ）－（Ｊ） シゲン ブツ ノゾ		660.57		656.81		661.07		646.60		621.10		615.29







貼付け用 (委嘱式用)

		区 分		区　　　分 ク ブン		令和元年度 レイワ ガン ネンド		令和２年度 レイワ ネンド		令和３年度 レイワ ネンド		令和４年度 レイワ ネンド		令和５年度 レイワ ネンド		令和６年度 レイワ ネンド

				人口（人） ヒト クチ ニン		200,275		202,561		203,524		204,818		205,965		206,895

		家庭系ごみ カテイ ケイ		可　　　燃 カ ネン		34,166.90		35,358.51		34,867.09		34,118.44		33,085.85		32,612.10

				不　　　燃 フ ネン		856.83		983.57		803.49		874.59		872.09		856.33

				有　　　害 アリ ガイ		58.54		61.89		58.36		58.17		51.96		49.86

				粗　　　大 アラ ダイ		1,140.51		1,306.05		1,793.18		1,671.35		1,627.32		1,604.22

				資 源 物 シ ゲン ブツ		6,238.10		6,780.07		6,575.79		6,401.58		6,202.63		5,992.72

				小 計 （A） コ ケイ		42,460.88		44,490.09		44,097.91		43,124.13		41,839.85		41,115.22

		事業系ごみ ジギョウ ケイ		可　　　燃 カ ネン		11,710.68		10,435.46		11,191.11		11,351.38		11,022.30		11,185.49

				不　　　燃 フ ネン		7.60		1.72		0		0.11		0.98		0.38

				有　　　害 アリ ガイ		2.03		1.39		1.47		1.21		0.92		0.91

				粗　　　大 アラ ダイ		425.67		373.94		356.53		219.48		114.85		93.80

				小 計 （B） コ ケイ		12,145.98		10,812.51		11,549.11		11,572.18		11,139.05		11,280.58

		その他 タ		不法投棄 フホウ トウキ		18.50		15.85		13.58		14.65		12.95		14.17

				ボランティア		32.78		22.41		23.69		29.84		31.11		47.29

				小計（C） ショウケイ		51.28		38.26		37.27		44.49		44.06		61.46

		リサイクル量 リョウ		資 源 物 シ ミナモト ブツ		6,238.10		6,780.07		6,575.79		6,401.58		6,202.63		5,992.72

				不燃・粗大ごみ等
中間処理後資源物 フネン ソダイ トウ チュウカン ショリ ゴ シゲン ブツ		3,477.01		3,721.67		3,459.90		2,360.01		2,231.47		3,104.84

				集団回収（D） シュウダン カイシュウ		1,637.21		1,547.85		1,499.13		1,381.78		1,258.56		1,182.49

				小 計 （E） コ ケイ		11,352.32		12,049.59		11,534.82		10,143.37		9,692.66		10,280.05

		災害廃棄物 サイガイハイキブツ		粗大・家庭系（Ｆ） カテイ ケイ		-		-		0.01		0.00		0.12		0.00

		ごみ排出量（G)
（A）＋（B）＋（C）+（Ｆ） ハイシュツリョウ				54,658.13		55,340.86		55,684.29		54,740.79		53,023.07		52,457.26

		ごみ総排出量（H)
（D）＋（G) ソウ ハイシュツ リョウ				56,295.34		56,888.71		57,183.42		56,122.57		54,281.63		53,639.76

		リサイクル率（集団回収を除く）(%)
{（E)－（D)}/（G) リツ シュウダン カイシュウ ノゾ				17.8		19.0		18.0		16.0		15.9		17.3

		リサイクル率(%)
(E)/（H) リツ				20.2		21.2		20.2		18.1		17.9		19.2

				※下段：千葉県平均 ゲダン チバケン ヘイキン		21.3		22.0		22.7		22.6		-		-

		市民1人１日
あたり
（ｇ/人・日） シミン ニン ニチ ニン ニチ		ごみ排出量（Ｉ) ハイシュツ リョウ		745.67		748.51		749.59		732.23		703.38		694.64

				※下段：目標値 ゲダン モクヒョウ チ		（731）		（721）		［729.7］		［716.8］		［704.1］		［691.9］

				ごみ総排出量 ソウ ハイシュツ リョウ		768.01		769.44		769.77		750.72		720.08		710.30

				※下段：目標値 ゲダン モクヒョウ チ		-		-		［748.8］		［734.6］		［720.6］		［707.3］

				資源物（Ｊ) シゲン ブツ		85.10		91.70		88.52		85.63		82.28		79.36

				資源物を除く
（Ｉ）－（Ｊ） シゲン ブツ ノゾ		660.57		656.81		661.07		646.60		621.10		615.29
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